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宮 城 県 教 育 委 員 会 

 

 

東 日 本 大 震 災 に つ い て 

 
第１ 被害概要について 
１ 人的被害（調査継続中） 

                                         （単位：人） 
 

区 分 
(公立学校) 

 

 
幼児・児童・生徒 

 
教職員 

 
死 亡 

 
安否不明 

 
死 亡 

 
安否不明 

 
幼稚園 

 
８ 

 
１ 

 
０ 

 
０ 

 
小学校 

 
１６７ 

 
１９ 

 
１４ 

 
０ 

 
中学校 

 
６８ 

 
７ 

 
３ 

 
０ 

 
高等学校 

 
７９ 

 
８ 

 
１ 

 
０ 

 
中等教育学校 

 
０ 

 
０ 

 
０ 

 
０ 

 
特別支援学校 

 
５ 

 
０ 

 
１ 

 
０ 

 
計 

 

 
３２７ 

 

 
３５ 

 

 
１９ 

 

 
０ 

 
   （注）平成２５年１２月３１日現在 
 
２ 施設被害（調査継続中） 

                                          （単位：校（施設）・億円） 
 

区  分 
 
校（施設）数 

 
被害額 

 
摘     要 

 
県立学校 

 
９１ 

 
２８１ 

 
教職員宿舎２施設の被害額を含む 

 
市町村立学校 

 
６７１ 

 
５１３ 

 
共同調理場４５施設の被害額を含む 

 
社会教育施設 

 
６５０ 

 
３５４ 

 
 

 
文化財施設等 

 
３５１ 

 
５３ 

 
 

 
国立学校施設 

 
５ 

 
６９０ 

 
 

 
研究施設等 

 
５ 

 
１４ 

 
 

 
計 

 

 
１，７７３ 

 

 
１，９０５ 

 

 
 
 

      （注）平成２５年１２月３１日現在 

 

 

 

 

 

参考資料２ 
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第２ 学校について 

１ 被災した生徒等への経済的な支援等 

（１）県立高等学校 

  イ 高等学校等育英奨学資金 

・被災者の奨学金の償還について，対象者全員の償還を平成２３年度中猶予とした。 

 

 

 

・その後についても，猶予希望者については，被災により収入が得られないうちは償還を猶予

している。 

・ 被災者への奨学金の貸付については，申請の方法を簡素化し，広く貸付できるよう配慮する。 

ロ 高等学校等育英奨学資金（被災生徒奨学資金） 

・被災により経済的に修学が困難と認められる生徒の修学支援を行うため，被災生徒奨学資金

として，月額２万円を貸付けた。 

 

 

 

 

 ・この奨学金については，償還時の収入により償還を免除することとしている。 

（高等学校卒業後就職した者の償還免除収入額 ３２０万円以下） 

  

  

  

ハ 入学者選抜手数料等の免除 

・ 被災した生徒の入学者選抜手数料，寄宿舎料及び入学金を免除することとした。 

   

   

   

（２）県立特別支援学校等 

・震災により就学等が困難となった幼児児童生徒を対象とした特別支援教育就学奨励事業を実

施している。 

 

 

 

（３）市町村立学校等   

・震災により就学等が困難となった幼児児童生徒を対象として市町村が行う就学支援・就園支

援事業の実施を支援している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※償還猶予対象者数 

平成２３年度 ３，６４２人 

※貸与者数（平成２５年９月３０日現在） 

平成２３年度 ６，１６０人  平成２４年度 ５，４４６人 

平成２５年度 ４，５３２人 

※免除者数（平成２５年９月３０日現在） 

平成２４年度 ６１１人  平成２５年度 ６３４人 

※免除者数（平成２４年度末現在） 

入学者選抜手数料 ３，９１６人，寄宿舎料 ４６人，入学金３，７４５人 

※対象者数 

 平成２３年度 ３６人  平成２４年度 ４２人 

※対象者数 

 ・就学支援事業  

  平成２３年度 １２，４１３人  平成２４年度 １１，６０３人 

 ・就園支援事業（私立幼稚園分含む） 

  平成２３年度 ４，３７９人  平成２４年度 ８，１３５人 
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（４）震災遺児・孤児に対する支援 

・震災により遺児・孤児となった児童生徒等に対して，東日本大震災みやぎこども育英基金を

活用し，奨学金を給付している。 

・なお，未就学児についても，保健福祉部において同様に支援金を給付している。 

 

 

 

 

   

（５）雇用確保のための対策 

イ 経済主要５団体に対する雇用要請訪問 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 県立高校への人的支援 

・平成２３年度当初からキャリアアドバイザー等を全県立高校に配置した。 

・平成２３年度から新たに就職支援推進員を１０校に配置し，就職支援に当たっている。 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 新規高卒未就職者への対策について 

・就職未内定及び内定取消の卒業生を，臨時職員として県立学校等で採用している。 

 

 

 

 

 

ニ 就職達成セミナーの開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※東日本大震災みやぎこども育英募金 寄付金額 約６，５５０百万円 

（平成２５年７月３１日現在） 

※震災遺児・孤児の数  遺児：９２０人 孤児１３６人  

（平成２５年３月３１日現在  調査継続中） 

・平成２３年３月２２日：知事，教育長，労働局長連名で要請。 

・平成２３年７月２０日，１１月２２日： 

宮城労働局，県，県教育委員会，仙台市及び仙台市教育委員会の５者が連携し，要請。 

・平成２４年６月４日，１１月２８日： 

宮城労働局，県，県教育委員会，仙台市及び仙台市教育委員会の５者が連携し，要請。 

・平成２５年６月１３日： 

 宮城労働局，県，県教育委員会，仙台市及び仙台市教育委員会の５者が連携し，要請。 

※配置人数 

 キャリアアドバイザー 就職支援推進員 

平成２３年度        ５９人 １０人 

平成２４年度        ７３人 １０人 

平成２５年度 ７２人 １０人 

 

※配置人数 

 平成２３年度（トライアル２３事業） ５５人 

 平成２４年度（トライアル２４事業） ２６人 

 平成２５年度（トライアル２５事業）  １人 

※開催（参加）実績 

平成２３年度：前期３８回開催（２，６３２人），後期９回開催（８６人） 

平成２４年度：前期３６回開催（２，２９７人），後期４回開催（２３人） 

平成２５年度：前期３１回開催（２，０６９人） 
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ホ その他 

 

 

 

 

 

 

 

２ 児童・生徒の心のケア等 

（１） 県立高等学校等の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成２３年度は，被災者対象求人情報を県立高校に提供した。 

・「宮城新卒者就職対策本部会議」において，新卒者就職応援メッセージ等が採択され，

就職支援への取組が確認された。 

・県内３地区で開催した合同就職面接会に，送迎バスを準備し，遠方からの参加に配慮し

た。平成２４年度並びに平成２５年度も引き続き合同就職面接会に送迎バスを準備した。 

平成２３年度 

イ 各学校への通知 

 

 

ロ スクールカウンセラー派遣回数の上積み 

 

 

 

ハ 緊急派遣カウンセラー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ スクールカウンセラー活用事業連絡会議の開催 

 

 

 

・生徒の心のケアについて資料を作成し，スクールカウンセラーと連携して相談体

制を整えるよう，４月１５日付けで文書通知を行った。 

・スクールカウンセラーを配置しているすべての学校（県立高校７６校，特別支援

学校３校）に対して，第Ⅰ期（４月～９月）・第Ⅱ期（９月～３月）それぞれ８回分

（１回６時間）派遣回数を上積みした。（スクールカウンセラーの人数 ５０人） 

・石巻地区，本吉地区，名取・亘理地区の１７校には，５月から７月までの３ヶ月

間，通常配置とは別に週２回程度緊急派遣カウンセラーを派遣した（県内から３人，

県外から８人）。 

・９月以降についても，１１校に対して，３月まで緊急派遣カウンセラーを派遣す

る体制を組んだ（県内から１人，県外から８人）。 

※県外からの派遣実績 

第Ⅰ期（5/9～7/29）：さいたま市１人，長野県２人，三重県１人，兵庫県２人， 

広島県１人，鹿児島県１人 

第Ⅱ期（9/12～3/31）：さいたま市１人，埼玉県１人，東京都２人，千葉県１人， 

神奈川県１人，福井県１人，兵庫県１人 

 

・スクールカウンセラーと各校の担当者を対象に，被災した生徒の心のケアについ

て，講演会や研究協議を行った。（２回） 
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（２）県立特別支援学校 

・スクールカウンセラーの配置校を増やす等の対応を行っている。 

 

 

 

（３）市町村立学校等 

イ スクールカウンセラーの派遣 

・スクールカウンセラーを全公立中学校（仙台市を除く）に派遣するとともに，全市町村（仙台

市を除く）に配置し全公立小学校に対応できるようにしている。また，この他に市町村教育委

員会や学校からの要請により，随時派遣している。 

 

 

 

 

 

平成２４年度 

 イ スクールカウンセラーの通常配置 

 

 

 

 ロ スクールカウンセラーの被災地特別配置 

 

 

 

 ハ スクールカウンセラー活用事業連絡会議の開催 

 

 

 ニ スクールカウンセラー担当者情報交換会 

※配置実績 

平成２３年度 ３校  平成２４年度 ８校  平成２５年度 ９校 

※一校あたりの派遣回数（平成２５年度は派遣予定回数を含む） 

平成２３年度 小学校  ３回程度  中学校 ３３回程度 

平成２４年度 小学校 １１回程度  中学校 ３７回程度 

平成２５年度 小学校 １６回程度  中学校 ４１回程度 

・６時間×２４回を基本としつつ，各学校の希望に応じた配置をおこなった。 

（36 回：24 校，32 回：2 校，30 回：11 校，27 回：2 校，24 回：36 校， 

22 回：1 校，18 回：2 校，12 校：1 回） 

・通常配置スクールカウンセラーの派遣回数では不足する１０校に対し，週１～３ 

回通常配置とは別にスクールカウンセラーを派遣することとした。（県内１人，県１ 

１１人） 

 

・スクールカウンセラーと各校の担当者を対象に，震災２年目以降の心のケアにつ 

いて，講演会や研究協議を行った。（２回） 

・石巻地区及び本吉地区の学校担当者を対象に，相談状況等について情報交換の機

会を設けた。（各１回） 

 

平成２５年度 

イ スクールカウンセラーの通常配置 

 

 

 

ロ スクールカウンセラーの被災地特別配置 

 

 

ハ スクールカウンセラー活用事業連絡会議の開催 

 

 

ニ スクールカウンセラー担当者情報交換会議 

 

・基本の配置回数・時間数は，年間２４回・１回当たり６時間とし，各校の現況や

希望により年間回数を最大３６回，１回当たりの時間数を最大８時間とする傾斜配

置を行った。 

・通常配置のスクールカウンセラーの派遣回数だけでは不足する被災地域の６校に

ついては，通 常配置に加え，特別配置のスクールカウンセラーを配置した。 

・スクールカウンセラーと各校の担当者を対象に，震災３年目以降の心のケアにつ

いての講演会や研究協議を行う会議を開催予定。（２回） 

・石巻地区及び本吉地区の学校担当者を対象に，相談状況等について情報交換会を

開催予定。 
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口 事務所専門カウンセラーによる対応 

・事務所専門カウンセラーの相談日を年間７０回とし，事務所専門カウンセラーや在学青少年育

成員による管内の学校への巡回訪問を実施している。 

 

 

 

ハ スクールソーシャルワーカーの活用 

・児童生徒の将来にわたるケアを行うため，市町村の要望に応じスクールソーシャルワーカーの

活用回数を増やしたり，複数配置を行ったりしている。 

 

 

 

二 心のケアに係る外部人材活用事業を実施 

・学級や学年単位の集団を対象にしたストレスやトラウマを軽減するための活動や心のケアに係

る校内研修を行うための外部人材を活用した事業を実施している。 

ホ 研修会等の実施 

・講演やワークショップ等の研修を，市町村単位や学校単位で実施している。また県や各教育事

務所（地域事務所）開催の研修会も実施している。  

 

 

 

 

 

 

 

３ 学校・教員への支援等 

（１）教員の加配 

・教職員の加配措置を講ずるよう国に要望し，これまで義務教育諸学校で２１６人，高等学校で

２６人の加配が認められている。 

（２）他自治体からの派遣 

・教職員の追加配置及び教育関係施設の災害復旧や復興事業に伴う発掘調査等の迅速な実施のた 

め，下表のとおり他自治体からの職員を受け入れている。 

【教職員（追加配置）】 

年度 人数 派  遣  元 小 中 高 特別 

23 113 人 90 人：東京都 

12 人：岐阜県 

5 人：秋田県 

2 人：兵庫県  

1 人：栃木県，石川県，愛媛県，熊本県 

57 人 25 人 27 人 4 人 

24 30 人 25 人：東京都 

5 人：岐阜県 

26 人 4 人 0 人 0 人 

※平成 25 年 12 月 31 日現在。 

 

 

 

 

※相談実績（平成２５年度は相談予定回数を含む） 

平成２３年度 ５８回程度  平成２４年度 ７０回  平成２５年度 ７０回 

※配置実績（平成２５年度は配置予定を含む） 

平成２４年度 １３市町のべ２０人  平成２５年度 １５市町のべ２５人 

※各教育事務所（地域事務所）主催研修会 開催実績 

平成２３年度 ７回  平成２４年度 ９回  平成２５年度 １０回 

※ケア宮城と共催した研修会 開催実績 

平成２３年度 ５市町 ６回  平成２４年度 ６市町 １１回 

平成２５年度 １３市町 ２０回 
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   【技術職員（災害復旧）】 

年度 人数 派  遣  元 小 中 高 特別 

23 7 人 2 人：鳥取県  

1 人：東京都，三重県，愛媛県，大分県，

宮崎県 

    

24 

 

5 人 

 

2 人：鳥取県  

1 人：埼玉県，愛媛県，宮崎県 

    

25 1 人 1 人：埼玉県     

※平成 25 年 12 月 31 日現在。 

【技術職員（発掘調査）】 

年度 人数 派  遣  元 小 中 高 特別 

24 17 人 2 人：埼玉県，神戸市 

1 人：山形県，新潟県，神奈川県，山梨県，

岐阜県，兵庫県，岡山県，島根県，香川県，

愛媛県，佐賀県，宮崎県，京都市 

    

25 24 人 2人：埼玉県 

1人：秋田県，山形県，群馬県，神奈川県，

新潟県，石川県，福井県，山梨県，岐阜県，

兵庫県，奈良県，島根県，岡山県，広島県，

山口県，徳島県，香川県，佐賀県，熊本県，

宮崎県，新潟市，京都市  

（21 県 2 市） 

    

※平成 25 年 12 月 31 日現在。 

（３）緊急学校支援員の配置 

・退職した教職員などを「緊急学校支援員」として任用し，児童生徒の心のケアや学校教育活動

の正常化に向けた取組を継続的に支援する体制を整備している。 

 

 

 

 

 

（４）学校事務職員の加配 

・一定基準を満たした学校等に対し，事務部門強化のための学校事務職員の加配を順次措置して

いる。 

 

 

 

（５）県立学校支援チームの派遣 

・被災した県立学校に対して，県内の県立学校の教員等を派遣し，校舎等の整備，生徒の面

接指導，避難所における保健指導・健康観察・健康相談・衛生管理等に当たった。 

 

 

 

 

 

 

※配置実績 

平成２３年度：延べ６４人 配置校 延べ５０校 

平成２４年度：延べ４８人 配置校 延べ４２校 

平成２５年度：平成２５年７月３１日現在 延べ７０人 配置校 延べ６３校 

※配置実績 

 平成２４年度 ４１人  平成２５年度 ３９人（１２月３１日現在）  

※派遣実績 

平成２３年度 １３校に対して，５１校から延べ３６７人を派遣 
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（６）被災した教職員に対するメンタルケア等 

イ カウンセラーの派遣 

・他都道府県教育委員会からの協力を得ながら，カウンセラー（臨床心理士）を派遣した。 

 

 

 

 

 

（） 

ロ 研修会等の開催 

・震災対応の管理職メンタルヘルスの研修会や，一般教職員を対象としたストレスコントロー

ルセミナーを開催し，心のケアに努めている。 

ハ ストレスチェック票の配付等 

・全教職員（公立学校共済組合員）に対しストレスチェック票を配付した。 

ニ 健康調査 

・全教職員（公立学校共済組合員）を対象に健康調査を実施した。 

実施期間   第１回目  平成２３年１１月３０日～平成２３年１２月６日 

       第２回目  平成２５年６月２１日～平成２５年６月２８日 

    ホ メンタルヘルス相談の実施 

     ・臨床心理士等による個別面談を行った。 

 

 

 

 

 

    ヘ 手引書の配布 

     ・ 平成２４年７月にセルフチェックのできるメンタルヘルスバンドブックを全教職員に配布し，

早期の気付きとセルフケアを促した。 

    ト メールによるメンタルヘルス相談の実施 

     ・平成２５年１１月からメールによるメンタルヘルス相談を開始した。 

 

４ 施設の復旧状況等 

（１）公立高等学校 

イ 仮設校舎への移転の状況等 

（イ）農業高校（名取市） 

 

 

 

 

（ロ）気仙沼向洋高校（気仙沼市） 

 

 

 

 

 

 

※カウンセラー派遣実績 

延べ２６９人 平成２４年３月３１日まで 

※協力を得た都道府県等 

東京都，千葉県，群馬県 

公立学校共済組合，各直営病院（東北中央・関東中央・四国中央・東海中央） 

※開催実績 

 平成２３年度（平成２４年２月～３月） ６会場   ２４人 

 平成２４年度（通年）         ３会場  月３回程度  ３８人 

 平成２５年度（通年）         ３会場  月３回程度 

・農業・園芸総合研究所敷地内農業大学校グラウンドに仮設校舎を建設。 

・平成２３年９月１日から仮設校舎で授業開始。 

・名取市西部での本格復旧を目指す（平成２９年度末校舎完成予定）。 

・気仙沼高校第二グラウンドに仮設校舎を建設。 

・平成２３年１１月１日から仮設校舎で授業を開始。 

・気仙沼市南部での本格復旧を目指す（平成２９年度末校舎完成予定）。 
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（ハ）水産高校（石巻市渡波） 

 

 

 

 

（ニ）志津川高校（南三陸町） 

 

 

（ホ）石巻市立女子商業高校（石巻市渡波） 

 

 

 

ロ 国災害査定の実施状況 

・国災害復旧事業として復旧工事の実施を見込む７８校について災害査定が終了している。

（平成２４年１月３１日現在） 

・甚大な被害を受けた学校は平成２４年度以降も引き続き災害査定を受ける予定である。 

（２）市町村立小中学校（平成２５年１２月２７日現在） 

イ 仮設校舎への移転の状況 

・小学校（３市８校） 

市町名 校数 学校名 

仙台市 ３校 蒲町小，南光台小，折立小 

石巻市 ４校 渡波小，湊二小，大川小，雄勝小 

東松島市 １校 野蒜小 

・中学校（４市１町６校） 

市町名 校数 学校名 

名取市 １校 閖上中 

大崎市 １校 古川東中 

石巻市 ２校 湊中，渡波中 

登米市 １校 石越中 

七ヶ浜町 １校 七ヶ浜中 

ロ 他校施設等利用の状況 

・小学校（３市３町９校） 

市町名 
校数 

学校名（現在利用） 
最大  現在 

仙台市 ３校 ３校 中野小，荒浜小，東六郷小 

名取市 １校 １校 閖上小 

石巻市 ９校 ２校 門脇小，湊小 

東松島市 ２校 ０校   

気仙沼市 １校 ０校  

亘理町 ２校 １校 長瀞小 

・石巻北高校（石巻市：旧河南町鹿又）の仮設校舎で授業を実施。 

・既存校舎の改修を終えたため，平成２４年１２月２５日から既存校舎へ復帰。 

・新校舎建設（平成２８年度末完成予定）。 

・ライフラインの復旧により平成２３年８月１０日から既存校舎へ復帰。 

 

・石巻市立女子高等学校に仮設校舎を建設 

・平成２４年１月１０日から仮設校舎で授業を開始 
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山元町 ２校 １校 山下二小 

女川町 ２校 ０校  

南三陸町 ２校 １校 戸倉小 

・中学校（１市２町３校） 

市町名 校数 学校名（現在利用） 

最大  現在 

名取市 １校 ０校  

登米市 １校 ０校  

石巻市 ２校 １校 雄勝中 

東松島市 １校 ０校  

丸森町 １校 ０校  

亘理町 １校 １校 荒浜中 

女川町 １校 ０校  

南三陸町 １校 １校 戸倉中 

 
ハ 国災害査定の実施状況 

・国災害復旧事業として復旧工事の実施を見込む５５２校のうち，５４７校について災害査定
が終了している。（平成２５年１２月３１日現在）（仙台市分を含む） 

（３）校庭等が仮設住宅用地等として利用されている学校 

  イ 県立学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 市町村立学校等 ※建設場所は，主に校庭，第二グラウンド，駐車場，その他 

市町等 校数 学校名 

石巻市 ２校 鮎川小，牡鹿中（駐車場） 

気仙沼市 １５校 

小原木小，津谷小，中井小，水梨小，小泉小（駐車場），気仙沼中，

鹿折中，階上中，小泉中，面瀬中，大谷中，大島中，松岩中，小原

木中，条南中 

名取市 １校 下増田小 

多賀城市 １校 多賀城中（元体育館 跡地） 

東松島市 ２校 宮戸小，赤井小（第二ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ） 

七ヶ浜町 １校 七ヶ浜中（第二ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ） 

女川町 １校 女川小 

南三陸町 ６校 志津川小，伊里前小，入谷小，志津川中，歌津中，戸倉中 

 

※仮設住宅用地 

志津川高校，水産高校（第二グラウンド），気仙沼西高校，石巻北高校飯野川校（第二グラ
ウンド） 

※仮設校舎用地 

 石巻北高校飯野川校 

※仮設店舗用地 

女川高校グラウンド 
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    ＜参考＞敷地を仮設住宅用地としている学校について（校種別） 

 グラウンド 第二ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 駐 車 場 そ の 他 

小学校 １０校 １校 １校 ０校 

中学校 １３校 １校 １校 １校 

県立学校 ２校 ２校 ０校 ０校 

計 ２５校 ４校 ２校 １校 
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第３ 学校以外の教育関係施設等について 

１ 復旧状況等 

（１）社会教育施設 

イ 県立施設 

（イ）主な施設の状況 

・図 書 館：エントランス大型ガラス等の補修工事が平成２４年８月１０日に完了。 

・美 術 館：天井材等の脱落防止措置等，内外装の補修工事が平成２４年３月３０日に完 

了。 

・松島自然の家：津波により施設全体に壊滅的被害があった。平成２４年４月１日から東松島

市所有の鷹来の森運動公園旧管理棟に仮事務所を設置し，業務を行っている。

移転候補地を東松島市立宮戸小学校及びその周辺地とし，平成２８年度のフ

ィールドの再開，平成３１年度全面再開に向け取組んでいる。 

・蔵王自然の家：管理棟等の改修工事が平成２４年１２月１８日に完了。 

・志津川自然の家：津波により艇庫が全壊し設備も全て流出したため，周辺漁港の復旧工事の

状況を勘案しながら平成２６年度の海洋プログラム全面再開に向け準備を

進めており，本館改修工事と合わせ，平成２５年度中に工事が完了する予

定である。 

  （ロ）国災害査定の実施状況 

・国災害復旧事業として復旧工事の実施を見込む１１施設のうち，１０施設について災害査定

が終了している。（平成２５年１２月３１日現在） 

ロ 市町村立施設 

国災害査定の実施状況等 

・国災害復旧事業として復旧工事の実施を見込む２０６施設のうち，１７８施設について災害

査定が終了している。（平成２５年１２月３１日現在）（仙台市分を含む） 

（２）社会体育施設 

  イ 県立施設 

  （イ）主な施設の状況等 

・宮城県総合運動公園 

宮城スタジアムメインスタンドの大屋根を支える支柱の設置工事に平成２３年７月１３日か

ら着手し，平成２４年７月１３日に完了。大屋根の損傷部に係る復旧工事については，平成２

３年８月２４日から工事着手し，平成２４年７月１３日に完了。メインプール，テニスコート

等については，平成２４年１月３１日から工事着手し，平成２４年７月１３日に完了。 

    ・第二総合運動場 

     武道館，弓道場等の復旧工事について，平成２４年５月１８日から工事着手し、平成２４年９ 

月２４日に完了。 

  （ロ）国災害査定の実施状況 

・国災害復旧事業として県立５施設については全て災害査定が終了している。 

ロ 市町村立施設 

国災害査定の実施状況等 

・国災害復旧事業として復旧工事の実施を見込む１１７施設のうち，１０７施設について災害査

定が終了している。（平成２５年１２月３１日現在）（仙台市分を含む） 

（３）敷地が仮設住宅用地等として利用されている施設 

   イ 社会教育施設（県立施設） 

・志津川自然の家のグラウンドが仮設住宅用地として利用されている。 

 ・松島自然の家の敷地が，がれき仮置場等として利用されている。 
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   ロ 社会体育施設（県立施設） 

・宮城県総合運動公園において，駐車場の一部が，がれき置場として利用されていた。 

 （平成２５年７月撤去完了） 

 

２ 文化財保護 

（１）指定文化財の復旧支援 

・被害状況の調査をもとに，修理計画を策定し国に財政支援を要望している。 

・緊急的な処置が必要なものについては，文化財レスキュー事業等を活用し，それらの保護を図

っている。 

・被災指定文化財等の修復事業が適切に行われるように，市町村や所有者に助言指導を行うとと

もに補助事業を実施している。 

 （補助事業の実施状況）平成２５年１２月末現在 

 平成２３年度  ２６件実施済み。 

 平成２４年度  国・県指定においては，４８件の事業を実施済み。 

         また，市町村指定・国登録等においては，４０件の事業に対し，震災復興基

金による補助を行った。 

 平成２５年度  国・県指定においては，８件の事業を実施中。 

         また，市町村指定等においては，７件の事業に対し，震災復興基金による補

助を行っている。 

＜参考＞指定文化財等の被害件数 ３５０件  

（内訳）国指定等     ９１件（東照宮，大崎八幡宮，旧有備館等） 

       県指定      ５１件（補陀寺六角堂，旧登米警察署庁舎等） 

       市町村指定等  ２０８件（旧石巻ハリストス正教会，旧水沢県庁舎，圓通

院山門等） 

（２）埋蔵文化財調査の円滑・迅速な実施 

①発掘調査の実施予定 

・市町が実施する高台移転等の復興事業については，現地踏査や試掘により，復興事業計画

における遺跡のかかわりの状況やその調整，発掘調査の実施時期等について市町と緊密に

協議を行っている。 

・現在，高台移転等の計画区域が決定している事業とかかわりがある遺跡数は５１遺跡あり，

このうち今年度は，試掘・確認調査を２１遺跡，本発掘調査は継続を含めて５遺跡を実施し，

市町への調査協力を行う。また，被災企業の移転や被災個人住宅の建築といった単独開発事

業に係る本発掘・確認調査の協力を市町に対して引き続き実施する。 

  ※試掘・確認調査：平成２５年度２１遺跡（終了１１，実施中４，予定８）， 

平成２６年度１９遺跡予定。なお詳細不明１１遺跡は除く。 

       ※本発掘調査５遺跡（調査終了２：気仙沼市波怒棄館遺跡，石巻市中沢遺跡，実施中３：

気仙沼市台の下館跡・台の下貝塚，南三陸町新井田館跡） 

・大規模な発掘調査等については県教委が開発事業者から直接受託し，市町の負担を軽減す

る。 

  ※今年度実施：三陸沿岸道路・ＪＲ常磐線・県道泉塩釜線 

②  発掘調査の円滑な推進を図るための取り組み 

・発掘調査基準を弾力的に運用し，発掘調査期間の短縮を図っている。 

・地方機関（東北歴史博物館・多賀城跡調査研究所）より３名，自治法派遣（全国都道府県市

職員）により２４名の応援を受け，総勢４４名の調査体制とし，市町へも調査協力している。

市町が実施する本発掘調査には１遺跡あたり４～６名の職員を派遣し調査協力を行う。 

・復興事業に伴う発掘調査がさらに増加した場合に備え，市町の要望を踏まえ，他県等が市町
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に対し，発掘調査に係る委託業務（重機借上，測量，作業員の雇用管理等）を一括発注する

事務の技術的支援を行うことや，（独）奈良文化財研究所職員が沿岸市町へ短期派遣により

業務支援（発掘調査，測量等）を行うことのコーディネイトを実施する。 

             ※平成２５年４月１１日に委託業務一括発注に係る説明会を石巻市，南三陸町，女川町を

対象に実施 

        ※平成２５年４月１６日，５月８～９日，６月１０～１４日に（独）奈良文化財研究所が

気仙沼市波怒棄館遺跡において動物遺体の取り上げ等に係る技術指導を実施 

※平成２５年４月１９日に文化庁が南三陸町に対し委託業務一括発注に係る指導を実施 

※平成２５年７月２４日に文化庁が女川町に対し委託業務一括発注に係る指導を実施 

        ※県内の内陸市町から沿岸市町への短期派遣による業務支援（発掘調査，工事立会，遺物

整理等）に係るコーディネイトを実施 

（３）特別名勝松島 

・有識者，関係自治体の首長等からなる「震災復興に伴う特別名勝松島の保存管理の在り方に関

する検討会」で示された，特別名勝松島の文化財的価値と復興計画の両立を図るための基本方

針及び同方針に基づく指針による運用を図っている。 

・平成 25 年 4 月から指定地内の一部区域について，国から現状変更等に係る許可処分の権限委

譲を受け，新たに設置した宮城県文化財保護審議会松島部会において現状変更等の許可等を判

断することとし，迅速かつ専門的見地を踏まえた適切な保存管理を図っている。 
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第４ 他都道府県からの支援，文部科学省への要望等について 

１ 他都道府県等からの支援職員の派遣等 

・支援物資をはじめ，養護教諭・教員・スクールカウンセラー等の派遣を受けている。（平成２３年

８月４日までに教員等延べ７１３人,臨床心理士等延べ１，６８８人,技術職員延べ４８人） 

・総務部においても任期付き職員を派遣している（気仙沼市へ２名，東松島市・名取市へ各１名）ほ

か，対口支援として５名（鹿児島県から気仙沼市へ１名，長野県原村・世田谷区から南三陸町へ各 1

名，兵庫県高砂市から名取市へ１名，北海道恵庭市から山元町へ１名）が派遣されている。 

・今後も被災地のニーズを把握し，必要な職員の派遣を要請していく。 

 

２ 国への要望等 

（１）政府要望（全体） 

・県全体としては，平成２３年３月２１日の内閣総理大臣に対する要望をはじめ，適宜，政府に対

して要望活動を実施している（平成２３年度：９回  平成２４年度：２回）。 

（２）文部科学省への個別要望 

・県教育委員会として，文部科学大臣に対する要望をはじめ，適宜，文部科学省への要望活動を実

施している（平成２２年度：１回  平成２３年度：５回  平成２４年度：２回）。 

（３）主な要望項目 

  ・被災県に対する教職員定数の中・長期的な加配措置 

・公立社会教育施設における国庫支出金交付の継続 

・福島第一原発事故に伴う被害への対応 
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第５ 学校等における放射線量の測定等について 

１ 放射線量の測定 

① 校庭等 

・県から全市町村に貸与する簡易型放射線測定機などにより，学校・幼稚園・保育所等の校庭・

園庭等の放射線量を一斉に測定し，結果をホームページで公開している。 

 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

期間 ６～７月 ７～８月 ７～８月 

施設数 １，６２２施設 １，６４５施設 １，６４５施設 

結果    

 

 

 

最大値（μSｖ/h） ０．７６ ０．３８ ０．３８ 

平均値（μSｖ/h） ０．１３ ０．０９ ０．０７ 

0.23μSｖ/h の施設数 １６４施設 ２９施設 なし 

 

② プール水 

・プール清掃・利用について県内各公立学校に通知した。（Ｈ23.5.25 付け，Ｈ24.4.25 付け， 

Ｈ25.4.25 付け） 

・県では，保護者，児童生徒の安全・安心を確保する観点から学校の屋外プールの水質サンプル 

検査を６月～８月の間に実施した。 

 

 

 

 

③ 給食 

     県では，児童生徒等の一層の安全・安心確保の観点から，各教育事務所などに簡易型放射能測

定器を８台設置し，市町村の希望に応じ，学校給食用食材の事前検査（サンプル測定）を平成２

４年５月から実施している。（平成２４年度は，２，１８２検体を測定し，すべて精密検査実施の

目安以内）平成２５年度もこの検査を継続して実施しており，１２月末現在で１，０９８検体を

測定し，すべてで精密検査実施の目安以内である。 

     この検査とは別に，平成２４年３月に学校給食一食全体の事後検査（モニタリング事業）を一

部の市町で実施した。さらに平成２４年９月からは，県内１２市町及び県立学校８校で継続して

実施している。（平成２４年度は，２９６検体を測定し，すべて検出下限値未満。）平成２５年度

もこの検査を継続して実施しており，１２月末現在で２６１検体を測定し，すべて検出下限値未

満である。なお，２つの検査の検査結果は，県のホームページで随時公表している。 

     また，県内の市町村ではそれぞれ独自で検査を実施しており，県の検査と合わせると学校給食

を調理している県内すべての市町村で検査を実施していることとなる。 

 

２ 研修会等の実施 

・平成２３年６月２８日，平成２３年９月２８日，平成２４年６月１３日，平成２５年１月２４日に

学校現場の教職員や保護者等が放射能・放射線に関して正しい知識を身につけ学校における放射線

等の対応について認識を共有するための研修会を実施した。 

・平成２３年１１月１５日に栄養教諭等を対象とした学校給食研究協議会において専門家による講演

等を行った。 

・平成２４年６月１３日の学校保健研修会，平成２４年１０月１０日の養護教諭研修会，平成２４年

１１月５日の食に関する指導推進研修会において専門家による講演等を行った。 

 

※検査実績 

 平成２３年度 ４９校  平成２４年度 ４１校  平成２５年度 ４１校 

 ⇒ すべて不検出 
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第６ 学校安全・防災にかかる取組等について 

１ 安全体制の再点検の指示 

・震災を受け，各学校に避難場所や避難経路等の安全体制の再点検を指示した。（平成２３年４月） 

２ 学校安全に関する基本指針の策定 

・新たな学校安全に関する「みやぎ学校安全基本指針」を１０月に策定した。 

３ 防災教育等推進者研修事業 

（１） 防災教育等推進者緊急研修会（平成２３年度） 

・防災教育等に係る推進的な役割を果たす人材を養成することを目的に，子どもたちを災害か

ら守るための防災体制や災害を経験した子どもたちの心のケアに関する研修等を県内３か所

で実施した。（平成２３年１２月６日，８日及び平成２４年１月１２日） 

（２） 新任防災主任研修会等（平成２４年度） 

・児童生徒等の安全確保のため，学校における防災教育の充実を図るほか，防災拠点としての

学校の防災機能を整備するとともに，地域との連携を図り，学校における防災教育等の推進

的な役割を担う人材の養成を目的に，公立学校の新任防災主任等を対象として，年間３日間

実施した。 

（機関研修（２日間）：平成２４年５月２３日，７月１２日） 

（地区研修（７地区，各１日間）） 

① 仙台管内 平成２４年１０月３１日（水） 

② 大河原管内 平成２４年１１月 ７日（水） 

③ 東部登米管内 平成２４年１１月１３日（火） 

④ 東部管内 平成２４年１１月２０日（火） 

⑤ 南三陸管内 平成２４年１１月２６日（月） 

⑥ 北部管内 平成２４年１１月２７日（火） 

⑦ 北部栗原管内 平成２４年１１月２９日（木） 

・防災担当主幹教諭が行う取り組みの実効性を高めるため，当該職の意義や役割，地域との連

携した防災教育等を推進するために必要となる情報等を提供するとともに，当該職間の連携

を図るため，平成２４年６月２８日（木）に防災担当主幹教諭推進研修会を実施した。 

（３） 防災主任総合研修会等（平成２５年度） 

・前項（２）同様の人材の養成を目的に，公立学校の防災主任等を対象として，校種，経験別

に年間２日間実施する。 

① 機関研修（各１日） 

ⅰ 新任者コース 平成２５年５月１６日(木) <全校種> 

ⅱ 経験者コース 平成２５年６月１７日(月) <幼稚園，小学校> 

平成２５年６月２８日(金) <中学校> 

平成２５年７月１２日(金) <高校,特別支援学校> 

② 地区研修（７地区，各１日）） 

ⅰ 東部管内    平成２５年１０月１５日（火） 

ⅱ 仙台管内    平成２５年１０月３１日（木） 

ⅲ 大河原管内   平成２５年１１月 ６日（水） 

ⅳ 東部登米管内  平成２５年１１月１３日（水） 

ⅴ 北部管内    平成２５年１１月１８日（月） 

ⅵ 南三陸管内   平成２５年１１月２７日（水） 

ⅶ 北部栗原管内  平成２５年１１月２９日（金） 

・防災担当主幹教諭が行う取り組みの実効性を高めるため，当該職の意義や役割，地域との連

携した防災教育等を推進するため，必要となる情報等を提供するとともに，当該職間の連携

を図るため，平成２５年６月６日（木）に防災担当主幹教諭推進研修会を実施した。 
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第７ その他の事項について 

１ 教育広報 

・保護者向け教育広報「ぷらねっと」を平成２３年４月２８日及び平成２３年１０月２７日に臨

時号として発行し，東日本大震災に関する各種相談窓口等について情報提供した。 

・今後も，随時情報提供していく予定である。 


